
農地中間管理事業
事業の趣旨（機構法第１条）

農業経営の規模の拡大、農地の集団化、農業への新規参入者の促進等を通じて、農地の利用の
効率化及び高度化を図ることで、農業の競争力を強化し、農業を持続可能なものとするため、
平成25年に「農地中間管理事業の推進に関する法律」（以下「機構法」という。）が制定され
ました。
都道府県ごとに農地中間管理機構（以下「農地バンク」という。）を設置し、地域内に細かく分
散する農地を担い手等へ集積・集約化して、兵庫県は担い手の農地利用が全農地の４割強を
占める構造を目指しています。
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1.市街化区域外の農用地等に限ります
2.農用地等を借り受ける期間は、原則10年以上とします

役場の担当さんおしえてヨ！

以下の農用地等は借り受けません。　
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賃料は、4月1日からの年度計算とします。初年度の賃料は、始期から3月31日までの日割り計算とします。
初年度から年払い、又は、初年度はパスして翌年度から年払いとしたい場合はお知らせください。
※期間借地は表作（又は裏作）の期間を一単位とし日割り計算を行わない。

賃料は、農地バンクを通じて収受、支払を行います。耕作者は、請求書に基づいて農地バンクに支払い、
農地所有者は、指定の口座に農地バンクから支払われることとなります。

権利の存続期間中、合意解約は農地所有者、耕作者双方の同意があって解約が可能となります。農地
所有者又は耕作者が一方的に解約することはできません。

耕作者が農地に附属物（果樹、ハウス等）を設置する場合は農地所有者及び農地バンクへ事前相談の上、
同意を取り付ける必要があります。その上で農地所有者、耕作者双方で確認書を作成してください。

権利の存続期間が終了する場合、事前に耕作者は設置した附属物を収去し当該土地を原状に回復して
返還することとなります。

水利費はだれが負担するか、畦畔管理はだれが実施するか、共有部分はだれが管理するかを農地所有者、
耕作者間（又は集落）で事前にルールを取り決めてください。

15年以上の存続期間を設定した農用地等については、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業
が行われることがあります。

承諾ポイント

1 □✓

2 □✓

3 □✓

4 □✓

5 □✓

6 □✓

7 □✓

事務処理の流れ（令和7年度～）
権限移譲を受けた市町認可の場合（2か月）

農地所有者と耕作者

市 町 ②

農業委員会
⑩総会または会長専決

当月20日ごろ

申出

✓

※1 市町によっては3か月かかる場合もあります。
※2 市町が権限移譲を受けていない県認可の場合は4か月かかります
（令和8年3月時点で権限移譲を受けていない市町：加古川市、稲美町、姫路市、神河町、福崎町、香美町、新温泉町）

⑳権利設定書
（押印済写し）
翌々月20日

⑫連絡
翌月5日 翌月10日

⑱認可・公告
翌月末日

農業委員会及び機構へ通知

⑨
意
見
照
会

当
月
5
日

⑪
意
見
回
答

翌
月
5
日

農地バンク（農地管理事務所）
④審査会または書類確認 当月20日
⑮促進計画の決定 翌月25日

農地バンク（本社）
⑦地域計画外のみ 利害関係人意見聴取

翌月1日～7日

③
申
出
書
送
付

当
月
5
日

⑤
連
絡

当
月
20
日

⑧地域計画外のみ意見
翌月10日

⑥案件一覧表送付
当月末日

⑭
計
画
案
送
付

（
押
印
済
）

翌
月
10
日

⑰
認
可

翌
月
末
日

⑯
認
可
申
請

翌
月
25
日

ア）農地の確認
イ）農地所有者の確認
ウ）耕作者の確認

エ）地域計画の確認
オ）共有者･相続者の同意確認

⑲
権
利
設
定
書（
押
印
済
）
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々
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日
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々
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日

①
権利
設定書
（押印済）

⑬



農地バンクを通じた農地の貸し借りについては、農地のある市町、下記までお問い合わせください。

●権利の存続期間が終了した場合、農地はお手元に戻
ります。

●賃貸料がある場合は機構がまとめてお支払いします。
●農地中間管理事業なら贈与税・相続税の納税猶予は
そのままです。

●農地バンクへの貸し付けは農業者年金制度の経営
承継に該当します。

●貸し付けた農地の固定資産税が1/2に軽減されます。
※税の軽減を受けるためには要件があります。
●地域に農地集約化促進事業による支援金が交付さ
れます。
※支援金を受けるためには要件があります。

●農地バンクからまとまった農地を借りられます。

●集積・集約された農地を長期に安定して借入でき、効
率的、安定的な農業経営ができます。

●農地所有者（農地を貸す方）が多数いても、契約は農
地バンクとだけなので、契約事務が軽減されます。


